
個人の尊厳が守られ、自立した生活がおくれるよう、子育て支援、
保健・医療制度、国保・介護・障害福祉サービスの充実に取り組み、
生きがいを持ち、“元気で健康なまちづくり”に取り組みます。

■ 健康づくりの推進
◦�健康に関する情報提供・啓発に取り組む
ことで、全ての市民が生涯にわたり健康
でいきいきと暮らせるまちづくりに努め
ます。
◦�がん検診の受診率向上に取り組むこと
で、早期発見・早期治療につなげ、がん
による死亡減少に努めます。
◦�全ての母子の健康管理と妊娠・出産・育
児の不安軽減に努め、乳幼児の健康保持、
増進及び成長発達を促せるように取り組
みます。

■ 高齢者福祉の充実
◦�交流会や体操、学習会などへの参加を促し、高齢者の介護予防・
生きがいづくりの推進に取り組みます。
◦�見守り体制の強化や生活支援の充実を図ることで、ひとり暮らし
の高齢者等が安心して生活できるよう努めます。

■ 障害者福祉の充実
◦�相談支援、各種サービス等の提供に取り組むことで、障害のある
人が住み慣れた地域で自立して暮らせるよう努めます。
◦�安心して成年後見制度を利用できるよう地域で支える地域連携
ネットワークの構築及び中核機関の設置に向けた検討を進めます。
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1　いきいきと健康に暮らせるまち

いきいき広場（紀の川左岸高齢者等スポーツ広場）

いきいき広場（紀の川左岸高齢者等スポーツ広場）

Chapter 4
Creating an Energetic and Healthy Town
We will work toward creating an energetic and healthy town in which 
individual dignity is respected and residents can lead independent 
lives by enhancing child-rearing support, health and medical 
systems, National Health Insurance, long-term care services, and 
disability welfare services, thereby enabling citizens to live fulfilling 
lives.

■ 医療保険・医療体制の充実
◦�国民健康保険財政の健全化に努め、持続可能な医療保険制
度の維持に取り組みます。
◦�特定健診の受診勧奨や、保健事業と介護予防の一体的な実
施に取り組みます。
◦�市民が適切な救急医療を受けられるよう、広域的な連携に
よる救急医療体制を確保します。

■ 介護予防・介護サービスの充実
◦�介護・予防・医療・生活支援等のサービスを一体的に提供
する、地域包括ケアシステムの更なる深化・推進に取り組
みます。
◦�介護予防教室の実施や地域で介護予防に取り組む自主グ
ループを支援することで、高齢者の介護予防や健康づくり
に取り組みます。
◦�認知症の人やその家族が安心して暮らすことができる「共
生社会」の実現を推進します。

■ 生活困窮者への支援
◦�民生委員・児童委員、関係各課・機関等と連携し、生活困
窮者の早期発見・情報把握に取り組みます。
◦�和歌山公共職業安定所（ハローワーク）や社会福祉協議会
等の関係機関と連携を図り、生活困窮者の自立支援に取り
組みます。
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敬老会

市民ふれあいまつり　骨密度測定高齢者交流事業　みんなの交流会
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■ 子育て支援の推進
◦�こども家庭センターにおいて、市内全てのこど
もや妊産婦、子育て世帯を対象に、児童福祉と
母子保健の一体的支援に取り組みます。
◦�こどもの通院などにかかる医療費の助成や児童
手当の支給、保育・幼児教育の無償化など、子
育て世帯に対して経済的な負担軽減につながる
支援に取り組みます。
◦�家庭相談員等による相談体制の強化により、子
育ての不安軽減や児童虐待予防に取り組みます。

2　産み育てることのできるまち
はたちのつどい

■ 幼児教育・保育環境の充実
◦�私立幼稚園への受入拡充依頼や企業主導型保育など民間活用を図
りながら、通年の待機児童の解消に努めます。
◦�多様化する保育ニーズに対応するため、こども誰でも通園制度、
一時預かりや延長保育、低年齢児保育、病児保育など保育サービ
スの充実に取り組みます。
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保育所クリスマス会

市民ふれあいまつり
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